
次期中長期目標案と評価軸案（原子力規制委員会共管部分）の現行（第３期）中長期目標からの変更点 

現行（第３期） 次期（第４期） 

中長期目標 評価軸 
評価軸と関連する指標 

（評価指標、モニタリング指標） 
中長期目標 評価軸 

評価軸と関連する指標 

（評価指標、モニタリング指標） 

Ⅳ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 （項目名称未定） 

2．原子力安全規制行政等への技術的支援及びそのための安全研究 ○．原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とそのための安全研究の推進 

 機構は、原子力安全規制行政及び原子力

防災等への技術的支援に係る業務を行うた

めの組織を区分し、同組織の技術的能力を

向上するとともに、機構内に設置した外部

有識者から成る規制支援審議会の意見を尊

重し、当該業務の実効性、中立性及び透明

性を確保しつつ、以下の業務を進める。 

①組織を区分し、中立

性、透明性を確保し

た業務ができてい

るか 

【定性的観点】 

・規制支援業務の実施体制（評価指標） 

・審議会における審議状況、答申の業務

への反映状況（評価指標） 

・研究資源の維持・増強の状況（評価指

標） 

 

 機構は、原子力安全規制行政及び原子力

防災への技術的支援に係る業務を行うため

の組織を区分し、同組織の技術的能力を向

上するとともに、機構内に設置した外部有

識者から成る規制支援審議会の意見を尊重

し、当該業務の実効性、中立性及び透明性

を確保しつつ、以下の業務を進める。 

①組織を区分し、実効

性、中立性及び透明

性を確保した業務

ができているか 

【定性的観点】 

・規制支援業務の実施体制（評価指標） 

・審議会における審議状況、答申の業務

への反映状況（評価指標） 

 

 

【定量的観点】 

・予算・決算、職員数などの研究資源の

維持・増強の状況に係る数値（モニタ

リング指標） 

②安全を最優先とし

た取組を行ってい

るか 

【定性的観点】 

・人的災害、事故・トラブル等の未然防

止の取組状況（評価指標） 

・安全文化醸成活動、法令等の遵守活動

等の実施状況（評価指標） 

・トラブル発生時の復旧までの対応状況

（評価指標） 

 

【定量的観点】 

・人的災害、事故・トラブル等発生件数

（モニタリング指標） 

 

②安全を最優先とし

た取組を行ってい

るか 

 

【定性的観点】 

・人的災害、事故・トラブル等の未然防

止の取組状況（評価指標） 

・安全文化醸成活動、法令等の遵守活動

等の実施状況（評価指標） 

・トラブル発生時の復旧までの対応状況

（評価指標） 

 

【定量的観点】 

・人的災害、事故・トラブル等発生件数

（モニタリング指標） 

 

③人材育成のための

取組が十分である

か 

【定性的観点】 

・技術伝承等人材育成の取組状況（評価

指標） 

・規制機関等の人材の受け入れ・育成状

況（モニタリング指標） 

 

 

資料３ 



現行（第３期） 次期（第４期） 

中長期目標 評価軸 
評価軸と関連する指標 

（評価指標、モニタリング指標） 
中長期目標 評価軸 

評価軸と関連する指標 

（評価指標、モニタリング指標） 

Ⅳ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 （項目名称未定） 

2．原子力安全規制行政等への技術的支援及びそのための安全研究 ○．原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とそのための安全研究の推進 

(1) 原子力安全規制行政への技術的支援及

びそのための安全研究 

 原子力安全規制行政を技術的に支援する

ことにより、我が国の原子力の研究、開発

及び利用の安全の確保に寄与する。 

 このため、原子力規制委員会が策定する

「原子力規制委員会における安全研究につ

いて」等を踏まえ、原子力規制委員会から

の技術的課題の提示又は要請等を受けて、

原子力の安全の確保に関する事項（国際約

束に基づく保障措置の実施のための規制そ

の他の原子力の平和利用の確保のための規

制に関する事項を含む。）について安全研究

を行うとともに、同委員会の規制基準類の

整備等を支援する。 

 また、同委員会の要請を受け、原子力施

設等の事故・故障の原因の究明等、安全の

確保に貢献する。 

④安全研究の成果が、

国際的に高い水準

を達成し、公表され

ているか 

【定性的観点】 

・国際水準に照らした安全研究成果の創

出状況（評価指標） 

・国内外への成果の発信状況（評価指標） 

 

 

 

【定量的観点】 

・発表論文数、報告書数、表彰数、招待

講演数等（モニタリング指標） 

 

(1) 原子力安全規制行政に対する技術的支

援とそのための安全研究 

 原子力安全規制行政を技術的に支援する

ことにより、我が国の原子力の研究、開発

及び利用の安全の確保に寄与する。 

 このため、「原子力規制委員会における安

全研究の基本方針」を踏まえ、原子力規制

委員会からの技術的課題の提示、技術支援

の要請等を受けて、原子力の安全の確保に

関する事項（国際約束に基づく保障措置の

実施のための規制その他の原子力の平和利

用の確保のための規制に関する事項を含

む。）について安全研究を行うとともに、同

委員会の規制基準類の整備等を支援する。 

 また、同委員会の要請を受け、原子力施

設等の事故・故障の原因の究明等、安全の

確保に貢献する。 

 さらに、原子力規制委員会を支援できる

高い見識を有する人材の育成を目的とした

体制を構築し、強化する。 

③安全研究の成果が、

国内外の最新知見

を踏まえて、国際的

に高い水準を達成

し、公表されている

か 

【定性的観点】 

・国際水準に照らした安全研究成果の創

出状況（実験データの取得・活用、解

析コードの開発・改良等）（評価指標） 

・国内外への安全研究成果の発信状況

（評価指標） 

 

【定量的観点】 

・論文公表数、報告書数、表彰数、招待

講演数等（モニタリング指標） 

 

⑤技術的支援及びそ

のための安全研究

が規制に関する国

内外のニーズや要

請に適合し、原子力

の安全の確保に貢

献しているか 

【定性的観点】 

・原子力規制委員会の技術的課題の提示

又は要請等を受けた安全研究の実施

状況(評価指標) 

・改良した安全評価手法の規制への活用

等の技術的な貢献状況（評価指標） 

 

【定量的観点】 

・実験データや解析コード等の安全研究

成果の原子力規制委員会等への報告

(評価指標) 

・貢献した基準類の数(モニタリング指

標) 

・国際機関や国際協力研究への人的・技

術的貢献（人数・回数）(モニタリング

指標) 

 

④技術的支援及びそ

のための安全研究

が原子力安全規制

に関する技術的課

題や国内外の要請

に適合し、原子力の

安全の確保に貢献

しているか 

【定性的観点】 

・原子力規制委員会の技術的課題の提示

又は要請等を受けた安全研究の実施

状況（評価指標） 

 

 

 

【定量的観点】 

・安全研究成果の原子力規制委員会への

報告件数（評価指標） 

・安全研究成果の規制への活用等の原子

力安全規制行政に対する技術的な支

援件数（評価指標） 

・国際機関や国際協力研究への人的・技

術的貢献（人数・回数）(モニタリング

指標) 

 

⑤人材育成のための

取組が十分である

か 

【定性的観点】 

・我が国の原子力安全規制行政を高い見

地から支援できる人材を輩出するこ



現行（第３期） 次期（第４期） 

中長期目標 評価軸 
評価軸と関連する指標 

（評価指標、モニタリング指標） 
中長期目標 評価軸 

評価軸と関連する指標 

（評価指標、モニタリング指標） 

Ⅳ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 （項目名称未定） 

2．原子力安全規制行政等への技術的支援及びそのための安全研究 ○．原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とそのための安全研究の推進 

とを目的とした計画的な人材育成へ

の取組状況（評価指標） 

・規制機関等の人材の受入れ・育成状況

（評価指標） 

・規制機関等への人材の派遣状況（評価

指標） 

 

(2) 原子力防災等に対する技術的支援 

 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二

百二十三号）、武力攻撃事態等における我が

国の平和と独立並びに国及び国民の安全の

確保に関する法律（平成十五年法律第七十

九号）に基づく指定公共機関として、関係

行政機関や地方公共団体の要請に応じて、

原子力災害時等における人的・技術的支援

を行う。 

 また、関係行政機関及び地方公共団体の

原子力災害対策等の強化に貢献する。 

⑥原子力防災等に関

する成果や取組が

関係行政機関等の

ニーズに適合して

いるか、また、対策

の強化に貢献して

いるか 

【定性的観点】 

・原子力災害時等における人的・技術的

支援状況（評価指標） 

・我が国の原子力防災体制基盤強化の支

援状況（評価指標） 

・原子力防災分野における国際貢献状況

（評価指標） 

・原子力災害への支援体制を維持・向上

させるための取組状況（評価指標） 

 

 

【定量的観点】 

・機構内専門家を対象とした研修、訓練

等の実施回数（評価指標） 

・国内全域にわたる原子力防災関係要員

を対象とした研修、訓練等の実施回数

（モニタリング指標） 

・国、地方公共団体等の原子力防災訓練

等への参加回数（モニタリング指標） 

 

(2) 原子力防災等に対する技術的支援 

 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二

百二十三号）、武力攻撃事態等における我が

国の平和と独立並びに国及び国民の安全の

確保に関する法律（平成十五年法律第七十

九号）に基づく指定公共機関として、関係

行政機関や地方公共団体の要請に応じて、

原子力災害時等における人的・技術的支援

を行う。 

 また、関係行政機関及び地方公共団体の

原子力災害対策等の強化に貢献する。特に、

緊急時モニタリングに係る技術開発、研修、

訓練、モニタリング情報共有・公開システ

ムの運用及び高度化並びに線量評価等の研

究開発を行う。 

このため、原子力緊急時支援・研修センタ

ー（ＮＥＡＴ）に中核人材を配置し、体制を

強化する。 

⑥原子力防災等に関

する成果や取組が関

係行政機関等のニー

ズに適合し、対策の強

化に貢献しているか、

また、原子力災害時に

おける緊急時モニタ

リング等の技術力の

向上と必要な体制強

化・維持に取り組んで

いるか 

【定性的観点】 

・原子力災害時等における人的・技術的

支援状況（評価指標） 

・我が国の原子力防災体制基盤強化の支

援状況（評価指標） 

・原子力防災分野における国際貢献状況

（評価指標） 

・原子力災害への支援体制を維持・向上

させるための人的・技術的取組状況

（評価指標） 

 

【定量的観点】 

・機構内専門家を対象とした研修、訓練

等の実施回数（評価指標） 

・国内全域にわたる原子力防災関係要員

を対象とした研修、訓練等の実施回数

（モニタリング指標） 

・国、地方公共団体等の原子力防災訓練

等への参加回数（モニタリング指標） 

 

 


